
岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩沼市指定地域密着型介護予防サービ

スに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 岩沼市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条中「の各号」を削り、第９号を第１０号とし、第５号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

第８条及び第１８条中「あること」を「なければならない」に改める。 

（岩沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業

の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第２条 岩沼市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに

事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例（平成２５年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「あること」を「なければならない」に改める。 

第８条中「の各号」を削り、第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ

繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由の記録 

第１０条中「あること」を「なければならない」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

議案第１０号 


